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大 牟 田 市 水 防 計 画 

 

第１章 総則 

 

１.目的 

この計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号、以下「法」という。）第３３条第

１項の規定に基づき、大牟田市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のた

めに必要な事項を規定し、大牟田市の地域にかかる河川、湖沼又は海岸の洪水、津

波又は高潮の水災を警戒・防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安

全を保持することを目的とする。 

 

２.水防計画の作成及び変更 

市は、毎年、県の水防計画に応じて、出水期前までに水防計画に検討を加え、必

要があると認めるときは変更を行う。 

水防計画を変更した際は、福岡県知事に届け出るものとする。 

 

３.安全配慮 

水防活動に従事する職員（以下「水防職員」という。）は、洪水、津波又は高潮

のいずれにおいても、作業着の着用、通信機器の携行等、安全確保に留意して水防

活動を実施するものとする。 

 

 

第２章 水防組織及び水防事務 

 

水防に関係のある警報・注意報等又は地震等により、洪水、津波又は高潮のおそれ

があると認められるときから洪水等の危険が解除されるまで、市は市役所内に水防本

部を設置し、次の組織で事務を処理する。 

また、災害対策本部が設置されたときは、技術対策部の体制を維持し同本部の一部

として編入され、その事務を処理する。 

 ただし、被害の状況によっては、技術対策部の体制を解き、災害対策本部の組織体

制に移行する。 

 

１.市の水防組織(詳細は資料１) 

  統 括 部  

水防本部 
 技 術 対 策 部  

 消 防 第 １ 部  

  消 防 第 ２ 部   
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２.水防事務分掌 

（１）水防計画に関すること。 

（２）県水防本部、その他関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）警戒区域設定に関すること。 

（４）隣接市町村との協力、費用負担などに関すること。 

（５）決壊に対する処理に関すること。 

（６）公用負担に関すること。 

（７）避難に関すること。 

（８）水防訓練に関すること。 

（９）公務災害補償に関すること。 

（10）水防功労者に対する報償手続きに関すること。 

（11）その他、水防活動に関すること。 

 

３．各部の事務分担 

統括部・・・・・・・・・・水防本部の統轄、関係機関との連絡調整 

技術対策部・・・・・・・・土木災害の調査、水防活動の技術指導、輸送及び資 

器材の調達、庶務全般 

消防第１部・第２部・・・・水防警戒地域設定、水防活動全般 

 

４．平常時及び非常時の処置 

平常時においては、河川、海岸堤防などの現況調査、水防訓練の実施、量水標、

資器材などの保全に努め、その他水防に必要な事項をあらかじめ協議し、円滑な水

防活動に努めるものとする。 

  水害のおそれのあるとき、又は発生したときは、所定の配置体制をもって被害の 

排除に努めるものとする。 

 

 

第３章 重要水防箇所 

 

 重要水防箇所は、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所

であり、洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所である。 

本市における重要水防箇所は資料２・３・４のとおりである。 

重要水防箇所については、河川管理者等と合同で点検を行うなど、平常時から巡視

及び警戒を行うとともに、洪水時は、河川の監視及び警戒をさらに厳重にし、重要箇

所を中心として巡視を行う。 
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第４章 連絡及び通報 

 

１.連絡の方法 

水防避難に関する連絡系統は資料５による。 

 

２. 決壊などの通報 

決壊又はこれに準ずる危険な事態が発生した場合は、法第２５条の規定により、

直ちに南筑後県土整備事務所及びはん濫のおそれのある方向の隣接水防管理団体

及び警察署、その他関係機関に連絡するとともに、南筑後県土整備事務所、筑後農

林事務所の指示を受ける。連絡先は資料６による。 

 

  連絡、処理は次の経路による。 

                       水防手段・処理 

                       隣接水防管理団体、警察署 

       水防本部長           避難処理 

      （水防管理者）          応援要請処理 

                       災害救助処理 

                       その他への連絡 

 

３．水防信号 

  県水防計画に定める水防信号は資料７による。 

 

 

第５章 水防活動 

 

第１節 水防倉庫及び資器材 

 

市内の水防倉庫及び備蓄資器材は資料８による。 

資材確保のために必要がある場合は、市内の資材調達の協力業者(資料９)と緊密

に連絡を取るものとする。 

 

第２節 輸送の確保 

 

水防非常配置体制に入れば技術対策部は、直ちに通行止め箇所、その他の交通に

支障ある箇所を調査し、輸送の確保を図るものとする。 

輸送経路については、福岡県南筑後県土整備事務所と常時緊密な連絡を取るもの

とする。 
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第３節 緊急通行及び優先通行 

 

水防のために緊急出動するときは、優先通行のために車両に標識を掲げるものと

する。標識は資料１０による。 

水防上緊急の必要がある場合は、道路以外の通路、空地等を通行することができ

る。身分を示す証として、消防第１部・消防第２部は消防活動服、その他の職員は

腕章や市章入りヘルメット等を着用するものとする。 

 

第４節 水防非常参集と配備体制 

 

１．水防本部職員の非常参集 

事務分担する職員等は、水防本部の業務開始の指令を受けたときは、直ちに本

部に参集し、水防本部長の指揮を受けるものとする。 

 

２．水防配備体制 

平常勤務から水防配備体制への切換えを迅速確実に行うとともに、事態に即応

して勤務を適宜に交代させるなど、長時間にわたる水防活動を円滑に進めるため、

配備体制を次の４段階に分けるものとする。 

区  分 配備体制 配備基準 

情報収集体制 第１配備 

○大牟田市にレベル２大雨注意報やレベル２土砂

災害注意報が発表されたとき。 

○その他、災害の発生する恐れがある場合で、情報

収集などの対応が必要なとき。 

 

水防本部 第２配備 

○大牟田市にレベル３大雨警報やレベル３土砂災

害警報が発表されたとき。 

○その他、災害の発生する恐れがある場合で、応急

対策などの対応が必要なとき。 

災害対策本部 

（※） 

第３配備 

○大牟田市にレベル３高潮警報が発表されたとき 
○市内の一部に、土砂災害、洪水又は高潮等により

被害が発生した場合又は発生が予測される場合
で、避難所の設置が必要とされるとき 

○その他、大規模な災害が発生した場合又は災害の
発生が予測される場合で、総合的な対策が必要な
とき 

第４配備 

○津波警報が発表されたとき 
○市内全域に、土砂災害、洪水又は高潮等により被

害が発生した場合又は発生が予測される場合で、
避難所の設置が必要とされるとき 

○その他警戒本部体制や水防本部体制では対応が困
難で、総合的な対策が必要なときには、市長が判
断し、決定する。 
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３．出動 

水防本部長は、水防警報が発表され、下記の場合は直ちに定められた計画に従

い、次節の目的のために水防職員を出動させ、警戒配置につかせるとともに、直

ちに福岡県南筑後県土整備事務所に報告するものとする。 

（１）河川の水位がはん濫注意水位に達したとき 

（２）潮位が上昇し、高潮又は浸水の危険が迫ったとき 

（３）津波注意報・警報が発令されたとき 

 

第５節 監視及び警戒 

 

１．常時監視 

水防職員及び水門等の管理者は、平常業務の遂行に当り、常時水防上の危険に

注意し、異常を発見した場合は、直ちに所属部長に報告し、必要な措置を求めな

ければならない。 

 

２．水防警報に基づく水防巡視 

水防本部長は、水防警報の発表を受けたときは、直ちに各河川の水防受持ち区

域の水防（消防）分団長に対し、その通報を通知し必要団員を河川及び水門、樋

閘等の巡視を行うよう指示するものとする。 

さらに、河川水位が資料１１に示す水防団待機水位、はん濫注意水位又は避難

判断水位に達したときは、直ちに関係水防（消防）分団長に通知し、必要な団員

を招集させ、警戒、水防活動等に当らせるとともに、必要に応じ関係者等に周知

する。 

 

３．水位計及びカメラによる監視 

  河川等に設置の水位計（資料１２）及びカメラにより、河川、ため池の水位等

の状況を監視し、異常があった場合は、水防本部長及び関係者等に周知する。 

 

４．非常警戒 

消防第１部・消防第２部は、管内水防警備計画に基づき行動し、次に挙げる異

常を発見した場合は、直ちに水防本部に報告する。又、水防本部は速やかに福岡

県南筑後県土整備事務所に報告する。 

（１）堤防の裏のりの漏水また飽水による亀裂及び決壊 

（２）表のりで、水当りの強い場所の亀裂及び決壊 

（３）堤防天端の亀裂又は沈下 

（４）堤防の越水 

（５）樋管の両袖又は底部よりの漏水と扉の締り具合 

（６）橋その他、河川工作物と堤防との取付部の異常 

（７）水路の疎通を妨げる障害物 
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５．警戒区域の設定 

（１）水防活動上必要がある場合、消防第１部長・消防第２部長は、本部長の命

により、警戒区域を設定し、無用の者の立入を禁じ、若しくは制限し、ある

いはその区域内の居住者又は水防現場にある者をして、水防に従事させるこ

とができる。 

（２）消防第１部長・消防第２部長は、水防のために必要があると認めたときは、 

本部長の命により警察署長に要請して、警察官の出動を求めることができる。 

 

第６節 水門などの操作 

 

当該水門等の管理者は、水位に関係した洪水予報を受理したときは、直ちに水位

の変動を監視し、事態に応じて門扉などの開閉を適切に行う。その円滑な遂行を期

するため、技術対策部は、管理者などに対し必要な助言、意見を行う。 

監視を必要とする水門、樋閘の位置については資料１３のとおりである。 

 

第７節 水防作業 

 

１.工法 

水防活動では、速やかに現地状況に適合した工法を選定し、迅速に対応するも

のとする。 

 

２．応援 

法第２３条に基づき緊急の必要があるときは、隣接の市町村長、水防管理者、

消防長に対し応援を求めるものとする。応援者は、所要の資器材を携行するなど、

被応援水防管理者の指揮の下に行動するものとする｡ 

 

３．相互協定 

隣接する水防管理者との間には、あらかじめ協力、応援等水防事務に関し相互

協定をもって非常体制の準備を整えておくものとする。 
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第６章 公用負担 

 

１．公用負担 

水防のため緊急の必要があるときは、本部長の委任を受けた職員は、水防の現

場において、次の権限を行使することができる。 

（１）必要な土地の一時使用 

（２）土石、竹木、その他の資材の使用若しくは収用 

（３）車両その他の運搬用機器の使用 

（４）工作物その他の障害物の処分 

（５）排水ポンプ車、可搬型排水ポンプその他の排水用機器の使用 

 

２．公用負担証 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、公用負担証（資料１４）を２通作成し、

その１通を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。 

 

３．損失補償 

本市は、公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価に

よりその損失を補償するものとする。 

 

 

第７章 自衛隊災害派遣要請 

 

水防本部長は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想され

るときは、災害対策基本法第６８条の２に基づき、知事に自衛隊の災害派遣の要請

を要求するものとする。 

自衛隊への災害派遣要請の手続きは、大牟田市地域防災計画によるものとする。 
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第８章 避難 

 

第１節 避難指示等 

 

水防本部は、次の基準と降雨量等の気象予測、巡視確認や住民からの通報等を踏ま

え、総合的に判断して、避難に関する指示等を行う。 

 

１）河川氾濫（水位情報周知河川：堂面川、諏訪川） 

 

水位観測所 

氾濫注意 
水 位 

(ﾚﾍﾞﾙ 2) 

避難判断 
水 位 

(ﾚﾍﾞﾙ 3) 

はん濫危険 
水 位 

(ﾚﾍﾞﾙ 4) 

堤防高 

(ﾚﾍﾞﾙ 5) 

雨量観測所 
（設置者） 

堂面川 
畔切橋 1.97ｍ 2.18m 2. 36m 2.69m 御木中学校 

（福岡県） 新堂面橋 － － － － 

諏訪川 

臼井橋 2.20ｍ 3.06m 3.20m 3.34m 笹原町３丁目 
天の原小学校 
（気象庁アメダ
ス） 

新船津橋 
－ － － － 

 

警戒レベル３ 
高齢者等避難 

１．確認情報・計測情報 
（１）～（４）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を

発令するものとする。 
〔氾濫危険水位等の設定観測所〕 
（１）避難判断水位（レベル３水位）に到達し、引き続き水位が上昇して氾濫危

険水位（レベル４水位）に達すると見込まれる場合 
（２）氾濫注意水位（レベル２水位）に到達しているが、避難判断水位（レベル

３水位）よりも低い水位であるものの、次に示す状況により氾濫の恐れが高ま

っている場合（氾濫までに時間的猶予がない場合はレベル４、５として発令） 
①堤防に軽微な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生 
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

〔氾濫危険水位等の設定がされていない観測所〕 
（３）堤防高まで 1.0m に到達し、さらに水位が上昇すると見込まれる場合（た

だし、感潮地区では、干潮に向かっている時間帯にかかるときは水位が急激に

下がることも留意し判断する） 
（４）堤防高まで 1.0ｍによりも低い水位であるものの、次に示す状況により氾濫

のおそれが高まっている場合（氾濫までに時間的猶予がない場合はレベル４、

５として発令） 
① 堤防に軽微な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生 
② 樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

 
２．推定・予測情報 
（１）～（２）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を

発令するものとする。 
〔二河川共通〕 
（１）レベル３大雨警報が発表され、氾濫注意水位（レベル２水位）を超えた状

態になり、大雨キキクルで「警戒（赤）」が出現し、引き続き水位上昇が見込ま

れる場合 
〔諏訪川〕 
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（２）諏訪川の臼井橋水位観測所の水位が、氾濫注意水位（レベル２水位）を超

えた状態で、上流の関川に設置してある水位観測所の水位の状況から、臼井橋

水位観測所の急激な水位上昇の恐れがある場合 

警戒レベル４ 

避難指示 

１．確認情報・計測情報 
（１）～（４）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令

するものとする。 
〔氾濫危険水位等の設定観測所〕 
（１）氾濫危険水位（レベル４水位）に到達し、引き続き水位が上昇して堤防高

に達すると見込まれる場合 
（２）避難判断水位（レベル３水位）に到達しているが、氾濫危険水位（レベル

４水位）よりも低い水位であるものの、次に示す状況により氾濫の恐れが高ま

っている場合（氾濫までに時間的猶予がない場合はレベル５として発令） 
①堤防に漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生 
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

〔氾濫危険水位等の設定がされていない観測所〕 
（３）堤防高まで 0.5m に到達し、さらに水位が上昇すると見込まれる場合（た

だし、感潮地区では、干潮に向かっている時間帯にかかるときは水位が急激に

下がることも留意し判断する） 
（４）堤防高まで 1.0m に到達しているが、堤防高まで 0.5m よりも低い水位であ

るものの、次に示す状況により氾濫のおそれが高まっている場合（氾濫までに

時間的猶予がない場合はレベル５として発令） 
①堤防に漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生 
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

 
２．推定・予測情報 
（１）～（２）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令

するものとする。 
〔二河川共通〕 
（１）レベル４大雨危険警報が発表され、避難判断水位（レベル３水位）を超え

た状態になり、大雨キキクルで「危険（紫）」が出現し、引き続き水位上昇が見

込まれる場合 
〔諏訪川〕 
（２）臼井橋水位観測所の水位が、避難判断水位（レベル３水位）を超えた状態

で、上流の関川に設置してある水位観測所の水位の状況から、臼井橋水位観測

所の急激な水位上昇の恐れがある場合 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

１．確認情報・計測情報 
（１）～（４）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル５緊急安全確保

を発令するものとする。 
〔二河川共通〕 
（１）堤防の決壊や越水・溢水、堤防における異常な漏水・浸食の進行や亀裂・

すべりによる氾濫が切迫・発生していることが確認できた場合 
（２）堤防高に到達した場合 
〔氾濫危険水位等の設定観測所〕 
（３）氾濫危険水位（レベル４水位）に到達しているが、堤防高よりも低い水
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位であるものの、次に示す状況により氾濫が切迫・発生していると思われる

場合 
①堤防の決壊や越水・溢水、堤防における異常な漏水・侵食の進行や亀裂・

すべりによる氾濫が切迫・発生している場合 
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

〔氾濫危険水位等の設定がされていない観測所〕 
（４）堤防高まで 0.5m に到達しているが、堤防高よりも低い水位であるもの

の、次に示す状況により氾濫が切迫・発生していると思われる場合 
①堤防の決壊や越水・溢水、堤防における異常な漏水・侵食の進行や亀裂・

すべりによる氾濫が切迫・発生している場合 
② 樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

 
２．推定・予測情報 
（１）～（３）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル５緊急安全確保

を発令するものとする。 
〔二河川共通〕 
（１）レベル５大雨特別警報が発表され、大雨キキクルで「災害切迫（黒）」

が出現した場合 
（２）氾濫危険水位（レベル４水位）を超えた状態になり、大雨キキクルで「災

害切迫（黒）」が出現した場合 
〔諏訪川〕 
（３）臼井橋水位観測所の水位が、避難判断水位（レベル４水位）を超えた状

態で、上流の関川に設置してある水位観測所の水位の状況から、臼井橋水位

観測所の急激な水位上昇の恐れがある場合 
 

【留意点】 

（Ａ）大雨キキクルについては、有明海の潮位が高い時期において、実際より危険度の上昇の表

示が遅れること、または、危険度の下降が早く出現することがある点に留意する。 

（Ｂ）感潮地区の観測所では、大潮の時期は満潮時に、降雨がなくとも各基準に該当することが

あるが、その場合は海上保安庁であらかじめ予想された天文潮位か、もしくは異常な気象や副振

動によるものかを確認し発令の判断をする。 

（Ｃ）避難判断水位等の危険水位が設定されていない水位観測所については、堤防天端から水位

までの高さを監視して、発令を判断する。 

（Ｄ）夜間から明け方であっても、発令基準に該当する場合は、躊躇なく各避難情報を発令する。 

（Ｅ）観測所の水位や大雨キキクルの情報を基に、各避難情報を発令する場合は、水位計の位置

やキキクルの表示エリアより影響のあるエリアを予測し対象地域を決定する。 
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２）河川氾濫（その他の水位観測河川：隈川、白銀川、大牟田川、関川） 

 
水位 

観測所 

氾濫注意 

水位 

（レベル２） 

避難判断 

水位 

（レベル３） 

氾濫危険 

水位 

（レベル４） 

雨量観測所 

（設置者） 

隈 川 干渡橋 1.20ｍ － 1.80ｍ みやま市 舞鶴（福岡県） 

白銀川 
忠屋橋 1.40ｍ － 2.20ｍ 田隈 白銀団地公園 

（国土交通省） 高田橋 － － － 

大牟田川 

旭橋 2.60ｍ － 3.30ｍ 小浜町  福岡県大牟田総合

庁舎（福岡県） 

笹原町 3丁目 天の原小学校 

（気象庁アメダス） 

東泉橋 － － － 

合成南橋 
－ － － 

関 川 

竜瀬橋 － － － 

南関町（熊本県） 
関 川 4.87ｍ － 6.15ｍ 

岩本橋 － － － 

助丸橋 － － － 

 

警戒レベル３ 
高齢者等避難 

 

１．確認情報・計測情報 
（１）～（４）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令

するものとする。 
〔氾濫危険水位等の設定観測所〕 
（１）氾濫注意水位（レベル２水位）に到達し、かつ、１時間後に氾濫危険水位（レ

ベル４水位）に達すると見込まれる場合 
（２）氾濫注意水位（レベル２水位）に到達し、次に示す状況により氾濫のおそれが

高まっている場合（氾濫までに時間的猶予がない場合はレベル４、５として発令） 
①堤防に軽微な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生 
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

〔氾濫危険水位等の設定がされていない観測所〕 
（３）堤防高まで 1.0ｍに到達し、さらに水位が上昇すると見込まれる場合（ただし、

感潮地区では、干潮に向かっている時間帯にかかるときは水位が急激に下がること

も留意し判断する） 
（４）堤防高まで 1.0ｍによりも低い水位であるものの、次に示す状況により氾濫の

おそれが高まっている場合（氾濫までに時間的猶予がない場合はレベル４、５とし

て発令） 
①堤防に軽微な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生 
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

 
２．推定・予測情報 
（１）～（２）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令

するものとする。 
〔四河川共通〕 
（１）レベル３大雨警報が発表され、氾濫注意水位（レベル２水位）を超えた状態に

なり、大雨キキクルで「警戒（赤）」が出現し、引き続き水位上昇が見込まれる場

合 
〔白銀川〕 
（２）忠屋橋水位観測所の水位が、氾濫注意水位（レベル２水位）を超えた状態で、

白銀川調節池公園のカメラ映像で時計台の目盛が上から３つ目まで水位が到達し、
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さらに上流の高田橋水位観測所の水位が上昇し続けることにより、忠屋橋水位観測

所の急激な水位上昇のおそれがある場合 

警戒レベル４ 

避難指示 

 

１．確認情報・計測情報 
（１）～（４）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令する

ものとする。 
〔氾濫危険水位等の設定観測所〕 
（１）氾濫危険水位（レベル４水位）に到達し、引き続き水位が上昇して堤防高に達

すると見込まれる場合 
（２）氾濫注意水位（レベル２水位）に到達しているが氾濫危険水位（レベル４水位）

よりもやや低い水位であるものの、次に示す状況により氾濫のおそれが高まってい

る場合（氾濫までに時間的猶予がない場合はレベル５として発令） 
①堤防に漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生 
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

〔氾濫危険水位等の設定がされていない観測所〕 
（３）堤防高まで 0.5m に到達し、さらに水位が上昇すると見込まれる場合（ただし、

感潮地区では、干潮に向かっている時間帯にかかるときは水位が急激に下がること

も留意し判断する） 
（４）堤防高まで 1.0m に到達しているが、堤防高まで 0.5m よりも低い水位である

ものの、次に示す状況により氾濫のおそれが高まっている場合（氾濫までに時間的

猶予がない場合はレベル５として発令） 
①堤防に漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生 
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

 
２．推定・予測情報 
（１）～（３）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令する

ものとする。 
〔四河川共通〕 
（１）レベル３大雨警報が発表され、氾濫注意水位（レベル２水位）を超えた状態に

なり、大雨キキクルで「危険（紫）」が出現し、引き続き水位上昇が見込まれる場

合 
〔白銀川〕 
（２）忠屋橋水位観測所の水位が、氾濫注意水位（レベル２水位）を超えた状態で、

上流の高田橋水位観測所の水位の状況及び白銀川調節池公園のカメラ映像で時計

台の水位目盛が上から１つとなった状況から、忠屋橋水位観測所の急激な水位上昇

により氾濫危険水位（レベル４水位）に達する恐れが高まっている場合 
（３）忠屋橋水位観測所の水位が、氾濫注意水位（レベル２水位）を超えた状態で、

白銀川調節池公園のカメラ映像で時計台の目盛が上から 1 つ目まで水位が到達し、

さらに上流の高田橋水位観測所の水位が上昇し続けることにより、忠屋橋水位観測

所の急激な水位上昇昇により氾濫危険水位（レベル４水位）に達するおそれが高ま

っている場合 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

 

（１）～（３）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル５緊急安全確保を発

令するものとする。 

〔四河川共通〕 

（１）堤防高に到達した場合 

〔氾濫危険水位等の設定観測所〕 

（２）氾濫危険水位（レベル４水位）に到達しているが堤防高よりも低い水位であ

るものの、次に示す状況により氾濫が切迫・発生していると思われる場合 

①堤防の決壊や越水・溢水、堤防における異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべ
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りによる氾濫が切迫・発生している場合 

②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

〔氾濫危険水位等の設定がされていない観測所〕 

（３）堤防高まで 0.5m に到達しているが、堤防高よりも低い水位であるものの、

次に示す状況により氾濫が切迫・発生していると思われる場合 

①堤防の決壊や越水・溢水、堤防における異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべ

りによる氾濫が切迫・発生している場合 

② 樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 

 

２．推定・予測情報 

（１）～（２）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル５緊急安全確保を発

令するものとする。 

〔四河川共通〕 

（１）レベル５大雨特別警報が発表され、大雨キキクルで「災害切迫（黒）」が出現

した場合 

（２）氾濫危険水位（レベル４水位）を超えた状態になり、大雨キキクルで「災害

切迫（黒）」が出現した場合 

【留意点】 

（Ａ）隈川、白銀川、大牟田川については、河川が氾濫危険水位に達しても、破堤の恐れが低く、

急激に水位が上がらず除々に道路等に水が溢れ出すような場合で、 人的な被害がすぐに発生しな

いと見込まれるときは、まず河川周辺の道路規制を実施し監視体制をとる。 

（Ｂ）大雨キキクルについては、有明海の潮位が高い時期において、実際より危険度の上昇の表

示が遅れること、または、危険度の下降が早く出現することがある点に留意する。 

（Ｃ）避難判断水位等の危険水位が設定されていない水位観測所については、堤防天端から水位

までの高さを監視して、発令を判断する。なお、関川の水位観測所の水位は３～６時間後に諏訪

川の水位に影響を及ぼすため、諏訪川の水位予測の参考とする。 

（Ⅾ）感潮地区の観測所では、大潮の時期は満潮時に、降雨がなくとも各基準に該当することが

あるが、その場合は海上保安庁であらかじめ予想された天文潮位か、もしくは異常な気象や副振

動によるものかを確認し発令の判断をする。 

（Ｅ）夜間から明け方であっても、発令基準に該当する場合は、躊躇なく各避難情報を発令する。 

（Ｆ）観測所の水位や大雨キキクルの情報を基に、各避難情報を発令する場合は、水位計の位置

やキキクルの表示エリアより影響のあるエリアを予測し対象地域を決定する。 
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３）内水氾濫 

雨量観測所 

（設置者） 

笹原町 3 丁目 天の原小学校（気象庁アメダス） 

田隈 白銀団地公園（国土交通省） 

小浜町 福岡県大牟田総合庁舎（福岡県） 

歴木 御木中学校（福岡県） 

 

警戒レベル３ 
高齢者等避難 

 

１．推定・予測情報 
（１）～（４）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発

令するものとする。 
（１）夜間から明け方にかけて、早期注意情報の大雨警報の可能性「高」が発表さ

れ、三池港の潮位がおおむね TP2.04(DL4.50m)以上で、時間雨量が７０ミリ以上

の降雨が１時間以上継続すると見込まれる場合 
（２）夜間から明け方にかけて、早期注意情報の大雨警報の可能性「高」が発表さ

れ、三池港の潮位がおおむね TP2.04(DL4.50m)未満で、 時間雨量が８０ミリ以

上の降雨が１時間以上継続すると見込まれる場合 
（３）夜間から明け方にかけて、気象解説情報（線状降水帯半日前予測）が福岡県

及び長崎県に発表され、有明海上の風速が南西の風 15m に近い予想が発表された

場合で、時間雨量が７０ミリ以上の降雨が１時間以上継続すると見込まれる場合 
（４）夜間から明け方にかけて、早期注意情報の大雨警報の可能性「高」が発表さ

れ、三池港の潮位に関係なく時間雨量が７０ミリ以上の降雨が１時間以上継続す

ると見込まれ、次に示す状況により氾濫のおそれが高まっている場合（氾濫まで

に時間的猶予がない場合はレベル４、５として発令） 
①樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 
②排水機場の運転が停止または停止が予定されている状況 

警戒レベル４ 

避難指示 

１．推定・予測情報 
（１）～（８）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令する

ものとする。 
（１）三池港の潮位が、おおむね TP2.04(DL4.50m)以上であり、かつ、時間雨量が

７０ミリを超える降雨が１時間以上継続すると見込まれる場合 
（２）三池港の潮位が、おおむね TP2.04(DL4.50m)未満であり、かつ、時間雨量が

１００ミリを超える降雨が１時間以上継続すると見込まれる場合 
（３）三池港の潮位が、おおむね TP2.04(DL4.50m)未満であり、かつ、時間雨量が

８０ミリを超える降雨が２時間以上継続すると見込まれるとき場合 
（４）三池港の潮位が、おおむね TP2.04(DL4.50m)未満であり、かつ、直近３時間

雨量が１５０ミリを超え、時間雨量が８０ミリを超える降雨が１時間以上継続する

と見込まれる場合 
（５）三池港の潮位に関係なく時間雨量が７０ミリ以上の降雨が１時間以上継続する

と見込まれ、次に示す状況により氾濫のおそれが高まっている場合（氾濫までに時

間的猶予がない場合はレベル５として発令） 
①樋門・水門等の施設の機能支障がある状況 
②排水機場の運転が停止または停止が予定されている状況 

（６）気象防災情報（線状降水帯発生）もしくは気象防災情報（線状降水帯直前予測）

が発表され、かつ、引き続き時間雨量が７０ミリ近くの降雨が見込まれる場合 
（７）大雨キキクルで「危険（紫）」が出現し、かつ、引き続き時間雨量が７０ミリ近

くの降雨が見込まれる場合 
（８）監視カメラで３０センチ以上の浸水が一部確認され、更に浸水深が深くなる恐
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れが高まるなど、床上浸水の危険性が高まった場合 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

 

１．確認情報・計測情報 
（１）に該当する場合に、警戒レベル５緊急安全確保を発令するものとする。 
（１）監視カメラで５０センチ以上の浸水が多数確認されるなど、床上浸水の被害

が予想される場合 
２．推定・予測情報 
（１）～（２）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル５緊急安全確保を発

令するものとする。 
（１）大雨キキクルで「災害切迫（黒）」が出現し、かつ、引き続き時間雨量が７０

ミリ近くの降雨が見込まれる場合 
（２）レベル５大雨特別警報が発表された場合 

【留意点】 

（Ａ）内水氾濫は確認情報や計測情報で判断すると避難のリードタイムが確保できないため、警

戒レベル３・４の発令は推定・予測情報で判断する。 

（Ｂ）夜間から明け方にかけて大雨が予想されるときは、暗い中での避難にならないよう、日没

までに避難が完了できるよう、早めに高齢者等避難（警戒レベル３）を発令する。 

（Ｃ）現況での判断は、高齢者等避難（警戒レベル３）を発令することなく、避難指示（警戒レ

ベル４）から発令することとする。発令する際には、雨水の放流先河川の水位、監視カメラの映

像に留意し判断する。 

（Ｄ）気象庁が発表する浸水害に関する情報（大雨警報、大雨危険警報、大雨特別警報、大雨キ

キクル等）は、有明海の潮位を考慮されていないため、実況の潮位や天文潮位の予測値に留意し、

判断する。 

 
４）ため池 

水 位 
観測所 

吉ヶ谷ため池 
危険水位 
基準値 

堤頂-1.50m 

警戒レベル３ 
高齢者等避難 

 

①、②のいずれか１つに該当する場合に、高齢者等避難を発令するものとする。 
①水位が堤頂-2.21m に到達し、引き続き水位上昇が見込まれる場合 
②堤防の漏水が発見された場合 

警戒レベル４ 
避難指示 

①、②のいずれか１つに該当する場合に、避難指示を発令するものとする。 
①水位が堤頂-1.50m（危険水位基準値）に到達し、引き続き水位上昇が見込ま

れる場合 
②堤防の決壊につながるような大量の漏水や亀裂等が発見された場合 

緊急安全確保 
警戒レベル５ 

①、②のいずれか１つに該当する場合に、緊急安全確保を発令するものとする。 
①水位が越水、又は越水の可能性が高くなった場合 
②ため池の決壊が確認された場合 
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５）土砂災害 

土砂災害に関する防災気象情報 警戒レベル 

レベル３土砂災害警報：３時間先までの予測値がレベル４土砂災害危険警報の基準

以上となる場合 
3 相当 

レベル４土砂災害危険警報：実況値又は２時間先までの予測値がレベル４土砂災害

危険警報の基準以上となる場合 
４相当 

レベル５土砂災害特別警報：実況値がレベル５土砂災害危険警報の基準以上となる

場合 
５相当 

 

警戒レベル３ 
高齢者等避難 

（１）～（３）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避

難を発令するものとする。 
（１）レベル３土砂災害警報が発表され、 引き続き強い降雨が見込まれる場

合 
（２）土砂キキクルで「警戒（赤）」が出現し、引き続き強い降雨が見込まれ

る場合 
（３）警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う

前線や台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

（気象庁ＨＰの「時系列情報」において、夜間から明け方に土砂災害の「警

戒」「危険」が予想されている場合など） 

警戒レベル４ 
避難指示 

（１）～（４）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を

発令するものとする。 
（１）レベル４土砂災害危険警報が発表され、 引き続き強い降雨が見込まれ

る場合 
（２）土砂キキクルで「危険（紫）」が出現し、引き続き強い降雨が見込まれ

る場合 
（３）警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線

や台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（気

象庁ＨＰの「時系列情報」において、夜間から明け方に土砂災害の「危険」

が予想されている場合など） 
（４）土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の

変化等）が発見された場合 

警戒レベル５ 
緊急安全確保 

（１）～（３）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル 5 緊急安全確

保を発令するものとする。 
（１）レベル５土砂災害特別警報が発表された場合 
（２）土砂キキクルで「災害切迫（黒）」が出現し、引き続き強い降雨が見込

まれる場合 
（３）土砂災害が発生した場合 

【留意点】 

（Ａ）レベル３土砂災害警報が発表される場合は、レベル４土砂災害危険警報の発表が前提とな

っているが、気象庁の降雨予想以上に降ったときはレベル３土砂災害警報の発表からレベル４土

砂災害危険警報の発表まで時間的な猶予がない場合もあることを留意する。 

（Ｂ）雨の降り方次第ではレベル３土砂災害警報が発表されず、レベル４土砂災害危険警報が発

表されることもありうるため、短時間で激しく降る場合は福岡管区気象台と綿密に連携し、基準

にとらわれず早めに警戒レベル３高齢者等避難を発令することとする。 
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６）高潮災害 

高潮に関する防災気象情報 警戒レベル 

レベル３高潮警報：潮位がレベル４高潮危険警報の基準潮位に達すると予想される約

12 時間前までに発表 
３相当 

レベル４高潮危険警報：潮位がレベル４高潮危険警報の基準潮位に達すると予想され

る約 6 時間前までに発表 
４相当 

レベル５高潮特別警報：破堤、堤防の背後地の浸水を実際に確認した場合、または潮

位の実況値又は直近の予想がレベル５高潮特別警報の基準潮位を超え、かつ、その状

況が一定時間継続すると予想される場合に発表 

５相当 

 

基 準 
地 点 

大牟田川河口 
～3km 付近右岸 

基 準 
潮 位 

レベル４高潮危険警報  

ＴＰ3.40ｍ(DL5.86m) 

レベル５高潮特別警報  

ＴＰ3.90ｍ(DL6.36m) 

 

警戒レベル３ 
高齢者等避難 

（１）～（４）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避

難を発令するものとする。 
１．推定・予測情報 
（１）レベル３高潮警報が発表された場合 
（２）明け方に最高潮位に達し、夜間にレベル３高潮警報を発表すると見込

まれる場合 
（３）潮位がレベル４高潮危険警報の基準潮位ＴＰ3.40ｍ(DL5.86m)に達す

るのが１２時間以上先と予測されているものの、次に示す状況により浸水

の恐れが高まっている場合 
①６時間後には暴風域に入ると見込まれる場合 
②堤防・水門・陸閘等の施設の機能支障がある状況 

警戒レベル４ 
避難指示 

（１）～（４）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を

発令するものとする。 
１．推定・予測情報 
（１）レベル４高潮危険警報が発表された場合 
（２）夜間から明け方に最高潮位に達し、夜間にレベル４高潮危険警報を発

表すると見込まれる場合 
（３）潮位がレベル４高潮危険警報の基準潮位ＴＰ3.40ｍ(DL5.86m)に達す

るのが６時間以上先と予測されているものの、次に示す状況により浸水の

恐れが高まっている場合 
①３時間後には暴風域に入ると見込まれる場合 
②堤防・水門・陸閘等の施設の機能支障がある状況 

警戒レベル５ 
緊急安全確保 

 

（１）～（３）のいずれか１つに該当する場合に、警戒レベル５緊急安全確

保を発令するものとする。 
１．確認・計測情報 
（１）堤防の決壊、越水、溢水、背後地の浸水、堤防の損壊等を実際に確認

した場合 
（２）東泉橋もしくは新堂面橋の水位観測所において、ＴＰ3.40ｍ(DL5.86m)
を超え、さらに潮位が上昇すると見込まれる場合 

２．推定・予測情報 
（３）レベル５高潮特別警報が発表された場合 
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【留意点】 
（Ａ）高潮は、有明海の満潮時刻と台風の接近が重なることで発生する。そのため、避難情報発

令を検討する際には、有明海の天文満潮位や台風の勢力、進路、速度にも留意して判断すること。 

（Ｂ）特に、南と南西の風向きは、本市沿岸部に吹き寄せ効果の影響が大きいことを留意するこ

と。 

 

４ 津波災害 

区分 発令の基準 

避難指示 

津波注意報が発表された場合 
ただし、発令対象は漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従事

する者、海水浴客等を念頭に、海岸堤防等より海側の地域を対象と
する。 
１～３のいずれか１つに該当する場合に、避難指示を発令するも

のとする。 
１：津波警報が発表された場合 
２：大津波警報が発表された場合 
３：停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることがで

きない状況において、強い揺れ（震度４程度以上）を感じた場
合、あるいは、揺れは弱くとも１分程度以上の長い揺れを感じ
た場合 

 

遠隔地 

地 震 

本市から遠く離れた場所で発生した地震による津波のように到達
までに相当の時間があるものについては、気象庁が、津波警報等が
発表される前から津波の到達予想時刻等の情報を「遠地地震に関す
る情報」の中で発表する場合がある。この「遠地地震に関する情報」
の後に津波警報等が発表される可能性があることを認識し、更に津
波の観測情報や各地の検潮所での潮位変動を踏まえ、事態の状況に
応じて高齢者等避難、避難指示の発令を検討するものとする。 
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第２節 避難情報の周知 

 

水防本部は、以下の手段をもって住民等に避難に関する情報の周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 避難所 

 

指定避難所、指定緊急避難場所及び自主避難所は資料１７による。 

 

 

第９章 その他 

 

第１節 水防の非常体制解除 

 

水防本部長は、警戒の必要がないと判断した場合には、その体制の解除を命令し消

防第１部・第２部は、これを住民等に周知させるとともに、総務部は福岡県南筑後県

土整備事務所にこれを通知するものとする。 

 

 

第２節 水防報告等 

 

１.水防記録 

水防職員が出動したときは、水防管理者は、次の記録を作成し、保管するものと

する。 

（１）天候の状況並びに警戒中の水位観測表 

（２）水防活動をした河川名、海岸名及びその箇所 

（３）警戒出動及び解散命令の時刻 

（４）水防職員出動時刻及び人員 

（５）水防作業の状況 

（６）堤防、その他の施設の異常の有無及びこれに対する処置とその効果 

水

防

本

部 

・緊急速報メール 
・防災行政無線（屋外拡声器） 
・自動音声ガイダンス 
・広報車 
・愛情ねっと、災害情報ＦＡＸ、災害情報テレホン 
・市ホームページ、フェイスブック、エックス、ラ

イン、防災リアルタイム情報 
・巡回 等 

大牟田警察署 

報道機関 

・広報車 

・巡回 

・テレビ 

・ラジオ 
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（７）使用資材の種類、数量、消耗量及び員数 

（８）法第２８条の規定による公用負担による資器材の種類、数量及び使用場所 

（９）応援の状況 

（10）居住者出動の状況 

（11）警察関係の援助の状況 

（12）現場指導の官公署氏名 

（13）立退きの状況及びそれを指示した理由 

（14）水防関係者の死傷 

（15）殊勲者及びその功績 

（16）今後の水防について考慮を要する点 

 

２．水防報告 

水防本部長は、水防活動が終結したときは、その状況を所定の様式（資料１５）

により、水防活動実施後、速やかに福岡県南筑後県土整備事務所を経由して県水

防本部長に報告するものとする。 

 

第３節 公務災害補償 

 

  水防活動に従事した者が、水防活動に従事したことにより、公務上の傷害を受け

た場合においては、法及び市条例により本人又はその遺族被扶養者等に補償するも

のとする。 

 

第４節 水防功労者に対する報償 

 

水防活動に従事した者が、水防に関し著しい功労のあった場合においては、法第

４６条の規定に基づき、本部長は国土交通大臣に報告の手続きをとる。 

 

第５節 その他 

 

  市内排水ポンプ場排水能力は資料１６、令和８年度の出水期における潮位表は、

資料１８によるものとする。 
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資料１ 

市の水防組織 

 

国  
県 

（水防本部） 
  

指令 

技

術

対

策

部 
副
部
長 

 

企

業

局

長

代

理 

部 

長 
 

都 

市 

整 

備 

部 

長 

指 揮 班 
 

調 査 班 
 

庶 務 班 

筑後農林事務所 
南筑後県土整備

事 務 所 

 
水防本部 

 本部長 
 市  長 
副本部長 
 副  市  長 
本部員 
 企業管理者 
教育長 
企画総務部長 
市民部長 
市民協働部長 
産業経済部長 
都市整備部長 

 環境部長 
 保健福祉部長 
消防長 

 消防団長 
 企業局長代理 
 教育委員会事務局長 

警 察 署 
 

   

 

消 

防 

第 

１ 

部 

副
部
長 

消

防

本

部

次

長 

部 

長 

消

防

長 

消防総務班 
 

調査情報班 
 

警 防 班 

 

統 括 部 

部長 
    防災危機管理監 
 
副部長 
 
  防災危機管理副室長 

 

消 

防 

第 

２ 

部 

副
部
長 

消

防

副

団

長 

部 

長 

消

防

団

長 

庶 務 班 
 
 

警 防 班 

総 括 班 

 

水 防 管 理 者 

（大牟田市）
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資料２ 

（１）重要水防箇所（河川） 

№ 水系名 河川名 
関 係 
県土整備 
事 務 所 

担 当 水 
防 管 理 
団 体 

重 要 水 防 区 域 
左・右 

岸 
延 長 
（ m ） 

箇 所 名 
市 町 大 字 字 

１ 隈 川 隈 川 南 筑 後 大牟田市 左 岸 
右 岸 

2,350 
2,260 

大牟田 
みやま 

 倉 永 八反田 

２ 隈 川 隈 川 〃 〃 左 岸 
右 岸 

30 
30 

大牟田  宮 崎  

３ 堂面川 堂面川 〃 〃 左 岸 460 〃 大 黒   

４ 堂面川 堂面川 〃 〃 左 岸 
右 岸 

260 
280 

〃 
 

下白川 
草 木 
2 丁 目  

５ 堂面川 堂面川 〃 〃 左 岸 
右 岸 

690 
690 

〃  歴 木  

６ 堂面川 白銀川 〃 〃 左 岸 
右 岸 

4,323 
4,323 大牟田  

手 鎌 
白 銀 

 

７ 大 牟 
田 川 

大 牟 
田 川 〃 〃 右 岸 25 〃 旭   

８ 大 牟 
田 川 

大 牟 
田 川 〃 〃 左 岸 430 〃 

七 浦 
合 成 
末 広 

  

９ 諏訪川 諏訪川 〃 〃 左 岸 
右 岸 

920 
820 

〃 
船 津 
天 領 

 
2 丁 目  

1 0 諏訪川 諏訪川 〃 〃 右 岸 250 〃 馬 込 2 丁目  

（２）重要水防箇所（海岸） 

№ 区 分 海岸名 
関 係 
県土整備 
事 務 所 

担 当 水 
防 管 理 
団 体 

重 要 水 防 区 域 
延 長 
（ m ） 

箇 所 名 
市 町  

1 1  新 開 〃 〃 60 大 牟 田 北 磯 住吉橋付近 

1 2  大牟田
港地区 〃 〃 1,315 〃 浜 田  

（３）重要水防箇所（砂防） 

№ 河 川 名 渓 流 名 
関 係 
県土整備 
事 務 所 

担 当 水 
防 管 理 
団 体 

位   置 指 定 
面 積 
（h a） 市 大字 字 

1 3 諏 訪 川 教 楽 来 
山 口 川 南 筑 後 大牟田市 大 牟 田 教楽来  1.52 

1 4 〃 鳴 川 〃 〃 〃 檪 野  2.12 

1 5 堂 面 川 普光寺川 〃 〃 〃 今 山  1.24 

1 6 〃 堂 面 川 〃 〃 〃 今 山  1.95 

1 7 長 溝 川 乙 宮 川 〃 〃 〃 今 山  
0.55 

0.47 

1 8 白 銀 川 椛 川 〃 〃 〃 上 内  2.85 

1 9 〃 上 内 
山 口 川 〃 〃 〃 上 内  0.82 
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予 想 
さ れ る 
危 険 

対 水 防 
工 法 

 
摘 要 

 
備 考 

  

水 が あ 
ふ れ る 

積 み 
土のう工 

（左岸）魚繁二号橋から JR 鹿児島本線まで 
（右岸）鷺山橋から JR 鹿児島本線まで 

 
 

〃 〃 岡松田堰から宿団地橋まで  
 

〃 〃 新堂面橋から横手橋まで  

〃 〃 下白川橋から仮屋川橋まで  
 

〃 〃 高泉１号橋から陣屋眼鏡橋まで  
 

〃 〃 
堂面川合流（終点）から 
坂口橋まで 

 

〃 〃 東泉橋上流  

〃 〃 七浦橋から鉄道橋まで  
 

〃 〃 天領橋下流 60ｍから諏訪川水門まで  
 

〃 〃 日の出橋上流  

 

予 想 
さ れ る 
危 険 

対 水 防 
工 法 

摘 要 備  考 

越 波 
積 み 
土のう工 

戸数 50 戸  

〃 〃   

 

摘 要 備 考 

 告示日 S41.8.10 

 告示日 S54.11.22 

 告示日 S54.2.2 

 告示日 S54.11.22 

 告示日 S57.5.17 

 告示日 S47.11.21 

 告示日 S61.11.11 
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（４）重要水防箇所（地すべり） 

 
（５）重要水防箇所（急傾斜地） 

 

 
№ 
 

 

関 係県 
出先事務所 

 
急傾斜地 
 
箇 所 名 

 
担当水防 
 
管理団体 

 

   位  置 
 

 

地   形 
 

 

 市 
 

 大 字 
傾斜度 
（度） 

延長 
(m) 

高さ 
(ｍ) 

24 
 

南筑後県土 
 

常盤町 
 

大牟田市 
 
大牟田 

 

 山上町 
泉町 

 
50 

 
100 

 
14 

25 
 

 〃 
 

岬 
 

〃 
 

〃 
 

  岬 
 

40 
 

580 
 

15 

26 
 

 〃 
 

花園 
 

〃 
 

〃 
 

 花園町 
 

45 
 

31 
 
6 

27 
 

 〃 
 

花園町２ 

 
〃 

 
〃 

 
花園町 

 
40 

 
33 

 
9 

28 
 

 〃 
 

松浦町 
 

〃 
 

〃 松浦町 
 

50 
 

150 
 

10 

29 
 

 〃 
 

原山町 
 

〃 
 

〃 
 

 原山町 
 

45 
 

28 
 
9 

30 
 

 〃 
 

天道町 
 

〃 
 

〃 天道町 
 

70 
 

30 
 
9 

31 
 

 〃 
 

萩尾町 
 

〃 
 

〃 東萩尾外 
 

45 
 

280 
 

20 

32 
 

 〃 
 

教楽来 
 

〃 
 

〃 教楽来 60 140 19 

33 
 

 〃 
 

城林(b) 
 

〃 
 

〃 上内 35 160 15 

34 
 

 〃 
 

東萩尾町 
 

〃 
 

〃 東萩尾町外 44 70 17 

35 
 

 〃 
萩尾町 

(二) 

 

〃 
 

〃 
笹原町 
萩尾町 

42 50 11 

36 
 

 〃 
 

大間 
 

〃 
 

〃 上内 39 173 13 

 
 

 
 
№ 
 

 

関 係県 
出先事務所 

 
地すべり 
 
箇 所 名 

 
担当水防 
 
管理団体 

 

   位  置 
 

 

      地   形 
 

 

 市 
 

 大 字 
 傾斜度 
 （度） 

  延長 
  (m) 

  高さ 
  (ｍ) 

20 
  

南筑後県土 
 

釈迦堂 
 

大牟田市 
 
大牟田 

 

 上 内 
 
    30 

 
   380 

 
   100 

21 
 

  〃 
稲荷山 
団地 

 

〃 

 

〃 
岩 本 
上 内 

 
    30 

 
   220 

 
   200 

22 
 

 筑後農林 稲荷山 
 

〃 

 

〃 上 内 
 
    35 

 
   300 

 
    30 

23 
 

 南筑後県土 
 

勝立 
 
〃 

 
〃 

新勝立町 
 早鐘町 

 
    30 

 
   140 

 
    30 



25 
 

 
 
 

要 避 難 
民  家 
戸  数 

 
 
危険状況 

  
 
   摘    要 備      考 

 

22 
 

地すべり 
 

自然がけ、人工がけ 告示日 S42.3.31 

 
36 

 

  〃 
 

  〃 告示日 H25.3.28 

 
 

 

   〃 
 

  〃 告示日 S56.3.19 

 
24 

 

   〃 
 

  〃 告示日 H12.6.9 

 

 

 

要 避 難 
民  家 
戸  数 

 
 
危険状況 

  
 
   摘    要 備      考 

 
17 

 

急傾斜地 
 

人工がけ 告示日 S45.3.28 

 
35 

 

   〃 
 

  〃 告示日 S45.3.28 

 
5 

 

   〃 
 

 〃 告示日 S49.2.5 

 
6 

 

   〃 
 
 〃 

告示日 S63.1.23 

 
31 

 

   〃 
 

  〃 告示日 S54.12.4 

 
9 

 

   〃 
 

 〃 告示日 S57.9.16 

 
5 

 

   〃 
 

  〃 告示日 S61.11.6 

 
25 

 

   〃 
 

  〃 告示日 S64.1.7 H23.7.11 

 
11 

 

   〃 
 

  〃 告示日 H17.12.19 

 
7 

 

   〃 
 

  〃 告示日 R4.1.7 

 
6 

 

   〃 
 

  〃 告示日 R4.3.11 

 
1 

 
〃 

 

  〃 告示日 R4.5.17 

 
6 

 
〃 

 

  〃 告示日 R4.11.25 R6.1.19 
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資料３ 

校区別重要水防箇所 

校 区 
消 防 

分団別 
河川 海岸 砂防 

地すべり 

急傾斜地 
関 係 施 設 

みなと みなと 諏 訪 川    

天領町樋閘 
船津新川樋閘 
四ツ山町樋閘 
三川ポンプ場 
船津ポンプ場 
早米来ポンプ場 

天 領 天 領 諏 訪 川    

諏訪町樋閘 
片平水門樋閘 
小川開樋閘 
諏訪ポンプ場 

駛 馬 駛 馬 諏 訪 川     

駛馬調整池 
諏訪川水門 
臼井橋量水標 
(テレメーター) 

天の原 天の原    

勝立 
萩尾町 
天道町 
東萩尾町 
萩尾町(二) 

新勝立調節池 
合成南橋量水標 
(危機管理型水位計) 

玉 川 玉 川   
教楽来山口川 
鳴川 

教楽来  

大牟田 
中 央 

大牟田 
中 央 

大牟田川   

花園 
花園町２ 
原山町 
常盤町 
松浦町 

旭橋量水標 

大 正 大 正      

中 友 中 友  
大牟田港 
地区海岸 

  浜田町ポンプ場 
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校 区 
消 防 

分団別 
河川 海岸 砂防 

地すべり 

急傾斜地 
関 係 施 設 

明 治 明 治 堂 面 川 新 開   

城町 1・2 号樋閘 
浜町樋閘 
健老樋門 
新開樋門 
明治ポンプ場 
白川ポンプ場 
健老町ポンプ場 
北磯陸橋 
長溝アンダーパス 

白 川 白 川 堂 面 川    
畔切橋量水標 
（テレメーター） 

平 原 平 原      

高 取 高 取      

三 池 三 池 堂 面 川  
普光寺川 
堂面川 
乙宮川 

  

羽山台 羽山台 堂 面 川     

銀 水 銀 水 白 銀 川     

上 内 上 内   
椛 川 
上内山口川 

釈迦堂 
城林（ｂ） 
大間 

 

吉 野 吉 野 白 銀 川 
 
 

 
 

稲荷山団地 
稲荷山 

白銀川調節池公園 

倉 永 倉 永 隈 川 
 
 

 
 

 
干渡橋量水標 
(危機管理型水位計) 

手 鎌 手 鎌 
白 銀 川 
堂 面 川 

 
 
 
 

 
 
 
 

岬 

干拓樋閘 
有明開樋管 
新川開樋閘 
角平開樋閘 
堂面川樋閘 
明治開樋管 
深倉開樋門 
新川止堰水門 
忠屋橋量水標 
(危機管理型水位計) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

重要水防箇所 

河
川 

1 隈川 
地
す
べ
り 

20 釈迦堂 

2 隈川 21 稲荷山団地 

3 堂面川 22 稲荷山 

4 堂面川 23 勝立 

5 堂面川 

急
傾
斜
地 

24 常磐 

6 白銀川 25 岬 

7 大牟田川 26 花園 

8 大牟田川 27 花園町２ 

9 諏訪川 28 松浦町 

10 諏訪川 29 原山町 

海
岸 

11 新開 30 天道町 

12 大牟田港地区 31 萩尾町 

砂
防 

13 教楽来山口川 32 教楽来 

14 鳴川 33 城林(b) 

15 普光寺川 34 東萩尾町 

16 堂面川 35 萩尾町(二) 

17 乙宮川 36 大間 

18 椛川 凡例 

19 上内山口川 ＝ 河川 

   海岸 

   砂防 

    地すべり 

    急傾斜 

重
要
水
防
箇
所
図 

１ 

６ 

11 

５ 

12 

13 

32 

14 

16 

15 

17 

18 

19 20 

29 

28 

26 

27 30 
23 

31 

22 

25 

× 

× 
21 

 

．X 

３ 
４ 

７ 

９ 

10 ．× 

．× 

．× 

 

．× 
．× 

．× 

．× 

24 
．× 

× 
２ 

８ 

．× 34 

．× 
33 

．× 

 

× 

 

．× 

35 

．× 
36 



指令

伝

令

避  

難 警防班

誘

導

大牟田

警防班 中央

分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団 分団

白川 平原 高取
消防第２部

関　　　　係　　　　区　　　　居　　　　住　　　　者

みなと 駛馬 玉川 天の原 羽山台 三池上内 吉野 倉永 銀水 手鎌 明治 中友 大正 天領

筑後地域消防指令センター
TEL0942-41-0411

吉　野　小　隊 明　治　小　隊 本　署　小　隊 勝　立　小　隊消防第１部

水　防　作　業

技術指導 技術対策部

ＴＥＬ（４３）０１１０ ＴＥＬ（５３）３５２１ ℡㈹４１－２２２２

庶務班、調査情報班、警防班 通知 ℡(直）４１－２８９５

ＴＥＬ（４１）２２２２
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℡(直）４１－２８９５

大牟田警察署 消防第１部、第２部 作業及び指導

指
示
、

命
令

警
備

通
知

水防避難に関する連絡系統

県　本　部 大牟田市

南筑後県土整備事務所 水防本部

ＴＥＬ（４１）５１１２

資
料
５



電話 電話

092(681)4731
大牟田市議会
議長

徳永　春男 代(41)2222

(63)4401
大牟田市議会
副議長

塩塚　敏郎 代(41)2222

代(53)0521
大牟田市議会
総務委員会
委員長

山口　雅夫 代(41)2222

0942(52)5642
大牟田市議会
総務委員会
副委員長

奥村　橋倫 代(41)2222

092(643)3112
大牟田市議会
都市環境経済委員会
委員長

松尾　哲也 代(41)2222

092(643)3113
大牟田市議会
都市環境経済委員会
副委員長

豊福　達也 代(41)2222

(41)5112 代(53)3521

(41)5113
大牟田市消防団
団長

西山　孝和 代(53)3521

(41)5115
大牟田市消防団
副団長

西田　智範 代(53)3521

(41)5117
大牟田市消防団
副団長

小川　和雄 代(53)3521

代(43)0110
大牟田市消防団
副団長

石井　洋徳 代(53)3521

0942(34)3322
大牟田市消防団
副団長

境　啓志 代(53)3521

080(7362)8250 大牟田医師会 代(53)2673

080(7361)8714 (54)1433

092(476)6161

九州電力送配電(株)大牟田配電事業所 代(53)7095

(53)1021

大牟田建設業協同組合 (52)5261

日本コークス工業(株）九州事務所 (57)3111

大牟田市長 関　　好孝 代(41)2222

大牟田市
副市長

副枝　　修 代(41)2222 (57)3111

大牟田市
副市長

中村　珠美 代(41)2222

大牟田市
防災危機管理監

栗原　敬幸 (41)2894

大牟田市
都市整備部長

原田　耕治 (41)2794   

諏訪ポンプ場

白川ポンプ場

船津ポンプ場

早米来ポンプ場(日本コークス工業
（株）九州事務所)

ＪＲ九州新大牟田駅 南部浄化センター
（大牟田下水道サービス共同企業体）

西日本電信電話(株)福岡支店
(設備部防災対策室)

明治ポンプ場

浜田町ポンプ場

大牟田ガス(株) 三川ポンプ場

　　〃　　　〃　　　(港湾河川）

大牟田警察署(警備)

西鉄大牟田駅

ＪＲ九州大牟田駅

南筑後県土整備事務所(総務) 大牟田市消防本部

　　〃　　　〃　　　(管理）

　　〃　　　〃　　　(道路)

三池海上保安部

筑後農林事務所(総務)

福岡県総務部防災危機管理局
防災企画課防災企画係

福岡県総務部防災危機管理局
防災企画課防災指導係

資料６

連絡先

連絡先 連絡先

国土交通省九州地方整備局
(福岡国道事務所)

福岡国道事務所
瀬高維持出張所

 30



 校 区 別 　　　　　水　　防　　地　　域 　 連 絡 先 名 称

みなと 早米来町 、浪花町一帯、南船津町一帯 　　山　下　分団長

天　領 右京町 、天領町一帯 、新港町海岸 　　水　永　分団長

諏訪川中流 、馬込町 、臼井町

諏訪川中流右岸 、馬込町 、黄金町一帯

玉　川 東谷溜池 　　平　川　分団長

天の原 上高田一帯 　　湯　野　分団長

大　正 大牟田川下流 、本町６丁目一帯 　　蓮　尾　分団長

中　友 大牟田川下流 　　石　山　分団長

大牟田川下流右岸 、堂面川下流左岸

明治町 、城町 、北磯町一帯

白　川 東新町 、白川の一部 、柿園町一帯 　　久　富　分団長

平　原 通町一帯 、龍湖瀬溜池 　　菊　池　分団長

三　池 北米の山溜池 、三池田町 　　髙　口　分団長

羽山台 草木一帯 　　谷　川　分団長

銀　水 白銀川中流一帯 　　小　柳　分団長

上　内 白銀川上流 、釈迦堂 、吉ヶ谷溜池 　　　境　　分団長

倉　永 隈川下流 、市場山下付近一帯 　　今　村　分団長

手　鎌 白銀川下流 　　増　永　分団長

吉　野 白銀川中流一帯 　　古　賀　分団長

高　取 南井空溜池、高取一帯 　　木　村　分団長

明　治 　　阿津坂　分団長

大牟田中央 大牟田川下流、大牟田川中流 、七浦町花園町一帯 　　田　中　分団長

駛　馬 　　瀬　﨑　分団長
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 資料7 

福 岡 県 水 防 信 号 

 

種別 
 

 

   説    明 
 

 

   警 鐘 信 号 
 

 

 サイレン記号（時間は約） 
 

 

第 
 

一 
 

信 
 

号 
 

 
 
 はん濫注意水位に達した 
ことを知らせるもの 

 
 
 
 ○休止 ○休止 ○休止 

 
 
(5秒)(15秒)(5秒)(15秒)(5秒) 
 
○―休止 ○―休止 ○― 

 

第 
 

二 
 

信 
 

号 
 

 
 
 水防に属する者全員が出 
  

 動すべきことを知らせる 
 

 もの 

○‐○‐○ ○‐○‐○ ○‐○‐○ 

 
 
(5秒)(6秒)(5秒)(6秒)(5秒) 
 
○―休止 ○―休止 ○― 

 

第 
 

三 
 

信 
 

号 
 

 

 水防管理団体の区域内に 
 

 居住する者が、水防の応 
 

 援に出動すべきことを知 
 

 らせるもの 
 

 
   ○――○――○――○ 
 
  ○――○――○――○ 
 
  ○――○――○――○ 

 
 
(10秒)(5秒)(10秒)(5秒)(10秒) 
 
○―休止 ○―休止 ○― 

 

第 
 

四 
 

信 
 

号 
 

 
  
 必要と認める区域内の居 
 

 住者に避難すべきことを 
 

 知らせるもの 
 

 
 
 
 乱 打 

 
 
(1分) (5秒) (1分) 
 
○―休止 ○― 

 
 
※ ①信号は、適宜の時間継続すること。 

②必要があれば、警報信号及びサイレンを併用すること。 
③危険箇所を解消したときは、口頭伝達により周知させること。 

本表は県水防計画に定めるもの 



資料８

8
台

4
丁

58
 丁
10
 丁
30
 丁
82
 丁
27
 丁
10
 丁
20
 丁
35
 丁
2
丁

40
 本
3
玉

165
玉

0
 本

20 88
（10m）  枚

5
個

4
本

29
本

880
本

（10巻） （4巻） （4巻） 90
50 20 20 ㎏

3,800
 枚

440 210 700
真水用(200)
海・真水(240)

海・真水(210) 枚

63
基

200
本

水 防 資 器 材 の 配 置 並 び に 数 量
日出町水防倉庫
(日出町3丁目6-3)

吉野   〃
(白銀36-2)

手鎌   〃
(手鎌728-1)

勝立   〃
(新勝立5丁目1-2)

北別館
（駐車場前）

計

一輪車 4 2 2

器
材

ツルハシ 3 1

かけや 30 21 7

のこ 4 5 1

かま 5 20 5

スコップ 39 35 8

なた 2 20 5

かなづち 0 10 0

ボンコシ 8 7 5

ペンチ 5 20 10

バール 2

丸太 40 0

トラロープ 1 2

ビニールロープ 25 115 25

塩ビフィルム 0 0 0

ブルーシート 46 22

照明具 5

とび口 4

ナイロンロープ 11 9 9

50

鉄杭 400 360 120

鉄線

資
材

バリケード 40 3 20

カラーコーン 200

土のう袋 3,800 0

土のう(吸水)
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8
台

5
丁

67
 丁
20
 丁
54
 丁
86
 丁
42
 丁
35
 丁
41
 丁
48
 丁
3
丁

500
 本
3
玉

203
玉

6
 本

20 98
（10m）  枚

5
個

7
本

32
本

1,320
本

（10巻） （4巻） （4巻） （2巻） 100
50 20 20 10 ㎏

15,000
 枚

440 210 650
真水用(200)海・真水

(240)
海・真水(210) 枚

123
基

70
本

水 防 資 器 材 の 配 置 並 び に 数 量
日出町水防倉庫
(日出町3丁目6-3)

吉野   〃
(白銀36-2)

手鎌   〃
(手鎌728-1)

勝立   〃
(新勝立5丁目1-2)

北別館
（駐車場前）

計

一輪車 4 2 2

ツルハシ 3 1 1

かけや 30 20 7 10

のこ 6 5 5 4

かま 15 31 8

スコップ 41 35 10

なた 5 22 5 10

かなづち 15 10 5 5

ボンコシ 23 8 5 5

ペンチ 10 20 10 8

バール 3

丸太 200 150 150

トラロープ 1 2

ビニール
ロープ

52 115 26 10

塩ビ
フィルム

1 2 1 2

ブルー
シート

46 22 10

照明具 5

鉄線

土のう袋 8,800 3,000 0 3,200

とび口 7

ナイロン
ロープ

11 9 9 3

カラー
コーン

70

器
材

資
材

土のう
(吸水)

バリケード 20 3 100

鉄杭 700 360 120 140

34
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 資料 9 

災害時における物資供給等に関する協定締結業者一覧 

 
 

業 者 名 所 在 地 名 電 話 

NPO 法人コメリ災害対策センター 新潟県新潟市南区清水 
4501-1 

025-371-4185 

株式会社 イズミ 
（ゆめタウン大牟田） 

旭町 2 丁目 28-1 0944-53-5000 

イオン九州株式会社 岬町 3-4 0944-59-2700 

イオンモール株式会社 
（イオンモール大牟田） 

岬町 3-4 0944-41-0610 

株式会社アクティオ 
（大牟田営業所） 

健老町 426-3 0944-57-0250 

株式会社グッデイ 
福岡市東区 
土井 1 丁目 1-21 

092-691-5633 

株式会社ナフコ 
北九州市小倉北区 
魚町 2 丁目 6-10 

093-521-5155 

大塚製薬株式会社福岡支店 
福岡市博多区奈良屋町 13
番地 13 

092-262-6507 

デンカ株式会社大牟田工場 新開町 1 番地 0944-52-1055 

西日本プラント工業株式会社 新港町 1 番地 0944-53-6545 
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  資料 10 

        大牟田市水防標識及び身分証 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             色 
              全体の背景の色   白 
              中央のマークの色  赤 
             規格 
              縦60センチメートル×横90センチメートル 
 
 

 水防職員証                 №         
 
  職 名                 氏名 
 
                       年  月  日 生 
 
  上記の者本市水防職員たることを証明する。 
 
           年  月  日 
 
  大牟田市水防管理者     市長名           印 
 
 
 
 
 
心   得 
 
1．本人以外の者の使用を禁ず。 
 
2．本証の身分の変更のあった時は、すみやかに訂正を受けること。 
 
3．本証の身分を失った時は、直ちに本証を返還すること。 
 

 
 

大 牟 田 市 水 防 



資料　１１

水防団待機 はん濫注意 避難判断 はん濫危険

大牟田市中白川町 　

常時 ３丁目 テレメーター

畔切橋橋脚 　

　 大牟田市臼井町 　

常時 臼井橋橋脚 テレメーター

 　

水防団待機 はん濫危険

大牟田市大字倉永

臨時 干渡橋橋脚

 

大牟田市大字手鎌

臨時 忠屋橋橋脚

 

大牟田市泉町

臨時 旭橋橋脚

 

水位周知河川（水防警報河川）警戒水位表

37

河川名 名称 種別 所在地 観測
水位（ｍ） 過去最大水位の

発生日と水位（ｍ）

堂面川 畔切橋 1.77 1.97 2.18 2.36

R2.7.6

3.22

諏訪川 臼井橋 2.11 2.20 3.06 3.20

R2.7.6

4.16

※ 上記水位情報周知河川（水防警報河川）の情報により、福岡県南筑後県土整備事務所から水防警報並びに避難判断水位到達情報
が大牟田市水防本部に通報される。水防本部は第８章第１節の規定に基づき避難に関する避難指示等を行う。

河 川 警 戒 水 位 表

河川名 名称 種別 所在地 観測
水位（ｍ） 過去最大水位の

発生日と水位（ｍ）
はん濫注意

隈川 干渡橋
量水標

(危機管理型
水位計)

0.90 1.20 1.80

H2.7.2

2.90

白銀川 忠屋橋
量水標

(危機管理型
水位計)

1.10 1.40 2.20

S37.7.8

2.92

大牟田川 旭橋
量水標

(危機管理型
水位計)

2.00 2.60 3.30

S31.8.17

3.20



　資料１２　水位計一覧

（河川）

NO 水系名 河川名
所在地
観測場所

管理者

1 隈川 隈川
大牟田市大字倉永
干渡橋橋脚

福岡県

2 堂面川 白銀川
大牟田市大字上内
高田橋脚

大牟田市

3 堂面川 白銀川
大牟田市大字手鎌
忠屋橋橋脚

福岡県

4 堂面川 手鎌野間川
大牟田市大字田隈
大坪橋脚

大牟田市

5 堂面川 堂面川
大牟田市中白川町
畔切橋橋脚

福岡県

6 堂面川 堂面川
大牟田市大字手鎌
新堂面川脚

大牟田市

7 大牟田川 大牟田川
大牟田市合成町
合成南橋橋脚

福岡県

8 大牟田川 大牟田川
大牟田市東泉町
東泉橋脚

大牟田市

9 諏訪川 諏訪川
大牟田市臼井町
臼井橋橋脚

福岡県

10 諏訪川 諏訪川
大牟田市船津町１丁目
新船津橋脚

大牟田市

11 関川 関川
南関町
関川

熊本県

12 関川 関川
南関町
竜瀬橋橋脚

熊本県

13 関川 関川
荒尾市
岩本橋橋脚

熊本県

14 関川 関川
荒尾市
助丸橋橋脚

熊本県

（ため池）

NO ため池名 関係河川名 観測所所在地 管理者

1 吉ヶ谷ため池 白銀川 大牟田市大字上内 大牟田市

2 新砂堤 隈川 大牟田市大字倉永 大牟田市

3 小野ため池 堂面川 大牟田市大字歴木 大牟田市

4 三田堤 堂面川 大牟田市大字歴木 大牟田市

水位計
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39 
                                

 

a 

水

門

・

樋

閘

位

置

図 

③ 新川開樋閘 

④ 角平開樋閘 

② 有明開樋管 

① 干拓樋閘 

⑮ 健老開樋門 

⑥ 城町 1 号樋閘 

⑦ 城町２号樋閘 

⑤ 堂面川樋閘 

⑧ 浜町樋閘 

⑬ 四ツ山町樋閘 

⑭ 片平水門樋閘 

⑫ 船津新川樋閘 

⑩ 天領町樋閘 

⑨ 諏訪町樋閘 

⑪ 小川開樋閘 

 

№ 水 門 名 管 理 区 分 所 在 地 氏 名 

１ 干 拓 樋 閘 
福 岡 県 
（筑後農林事務所） 

大牟田市昭和開 6 4 - 2 地先 農 地 整 備 第 一 課 

２ 有 明 開 樋 管 
福 岡 県 
（南筑後県土整備事務所） 

大 牟 田 市 大 字 手 鎌 下 水 道 課 

３ 新 川 開 樋 閘 
大 牟 田 市 
（ 土 木 管 理 課 ） 

大牟田市大字手鎌 1054－2 地先 加 倉  一 浩 

４ 角 平 開 樋 閘 
大 牟 田 市 
（ 土 木 管 理 課 ） 

大牟田市大字手鎌９８８地先 猿 渡  修 

５ 堂 面 川 樋 閘 
大 牟 田 市 
（ 土 木 管 理 課 ） 

大牟田市大字手鎌 11 -５地先 井 上 剛 

６ 城町１号樋閘 
大 牟 田 市 
（ 土 木 管 理 課 ） 

大牟田市健老町４０８地先 江 﨑 裕 二 

７ 城町２号樋閘 
大 牟 田 市 
（ 土 木 管 理 課 ） 

大牟田市健老町３７５地先 江 﨑 裕 二 

８ 浜 町 樋 閘 
大牟田市企業局 
（ 施 設 課 ） 

大 牟 田 市 浜 町 ２ － ３ 大牟田下水道サービス 
共 同 企 業 体 

９ 諏 訪 町 樋 閘 
大牟田市企業局 
（ 施 設 課 ） 

大 牟 田 市 諏 訪 町 ３ 丁 目 大牟田下水道サービス 
共 同 企 業 体 

10 天 領 町 樋 閘 
大 牟 田 市 
（ 土 木 管 理 課 ） 

大牟田市天領町２丁目５８地先 前 田 徳 治 

11 小 川 開 樋 閘 
大牟田市企業局 
（ 施 設 課 ） 

大 牟 田 市 小 川 町 ５ ２ 大牟田下水道サービス 
共 同 企 業 体 

12 船津新川樋閘 
大 牟 田 市 
（ 土 木 管 理 課 ） 

大牟田市船津町 1 丁目 500 地先 土 木 管 理 課 

13 四ツ山町樋閘 
日本コークス工業

㈱ 
大 牟 田 市 四 ツ 山 町 日本コークス工業

㈱ 

14 片平水門樋閘 
大 牟 田 市 
（ 土 木 管 理 課 ） 

大牟田市長田町 5 4－1 地先 土 木 管 理 課 

15 健 老 開 樋 門 
福 岡 県 
（南筑後県土整備事務所） 

大牟田市健老町４５１－１地先 南 筑 後 県 土 整 備 事 務 所 

16 明 治 開 樋 管 
福 岡 県 
（南筑後県土整備事務所） 

大 牟 田 市 大 字 岬 字 明 治 開 農 林 水 産 課 

17 深 倉 開 樋 門 
福 岡 県 
（南筑後県土整備事務所） 

大 牟 田 市 唐 船 字 深 倉 開 農 林 水 産 課 

18 新 開 開 樋 門 
福 岡 県 
（南筑後県土整備事務所） 

大 牟 田 市 新 開 町 （ 常 時 閉 鎖 中 ） 

19 新川止堰水門 
福 岡 県 
（南筑後県土整備事務所） 

大 牟 田 市 大 字 手 鎌 農 林 水 産 課 

20 諏 訪 川 水 門 
㈱フレッシュ・ 
ウォーター三池 

大 牟 田 市 長 田 町 、 藤 田 町 ㈱ フ レ ッ シ ュ ・ 
ウ ォ ー タ ー 三 池 

 

資料１３ 

⑲ 新川止堰水門 

⑯ 明治開樋管 

⑰ 深倉開樋門 

⑱ 新開開樋門 

⑳ 諏訪川水門 
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資料 １４ 

 

       公 用 負 担 証 

 
 

 
公 用 負 担 証 

 
                                  年  月  日 
 
 
被 収 用 者   
 
 
   住 所 
 
 
   氏 名 
 
 
                  収 用 責 任 者 
 
                     職 名                                       
 
                     氏 名                               印     

   物   件  数 量  負 担 内 容 期  間   摘  要  
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資料１５ 

 

 福 岡 県 知 事  殿 

大牟田市長        印 

 

 

水 防 活 動 実 施 報 告 書 

 

上のことについて、水防法第４７条の規定により、別記のとおり報告します。 

 

 

記 

 
水防活動実施報告（        月分） 

水防管理団体  

水防活動 

 
延人員 

 

水  防 

 
活動費（Ａ） 

 

使 用（消 費）資材費 

指 定 

 

非指定 

 

団 体 名 
 

主要資材（Ｃ） 

 

その他 

資器材（Ｄ） 

 

小  計 

（Ｂ＝Ｃ＋Ｄ） 

 

 

指 定 

 

 

 

大牟田市 

 

 

人 

 

 

 

円 

   

 

 

合      計 

（Ａ＋Ｂ） 

水防活動を実施した月日 備      考 

  

 

 

 

月     日 

 

 

 

 



　資料16　排水ポンプ場排水能力一覧表
揚程 馬力 １台分 台数 全揚水量 排水面積 ポンプ

揚水量

（m3／分）

斜流ポンプ（雨水） 7.5 1,500 530 1 530.0 2,000

　　〃　　（ 〃 ） 7.51 1,400 546 2 1,092.0 2,000

　　〃　　（ 〃 ） 8.6 900 265 2 530.0 1,350

　　〃　　（ 〃 ） 5.5 330 181.2 7 1,268.4 1,200

　　〃　　（汚水） 16.0 75ｋＷ 17.1 2 34.2 350

　　〃　　（ 〃 ） 16.0 45ｋＷ 8.5 1 8.5 300

計 15 3,463.1

軸流ポンプ 2.6 125 127.8 1 127.8 1,000

〃 2.6 120 127.8 1 127.8 1,000

〃 2.7 105 88.2 1 88.2 800

〃 4.0 55ｋＷ 51 2 102.0 600

渦巻ポンプ 6.8 45ｋＷ 28.5 7 199.5 500

〃 6.0 37ｋＷ 25.0 2 50.0 500

計 14 695.3

渦巻ポンプ 5.5 22ｋＷ 16 1 16.0 400

計 1 16.0

斜流ポンプ(雨水) 5.6 500 244 3 732.0 1,350

計 3 732.0

軸流ポンプ 6.0 250 100 1 100.0 900

渦巻ポンプ 4.84 100 66 1 66.0 700

渦巻ポンプ 5.8 200 77 1 77.0 700

軸流ポンプ 4.0 70 43 1 43.0 500

計 4 286.0

軸流ポンプ 4.0 15ｋＷ 13 8 104.0 300

〃 4.0 80 54 1 54.0 600

計 9 158.0

斜流ポンプ 7.0 600 240 3 720.0 1,350

〃 7.0 500 189 1 189.0 1,200

〃 7.0 315ｋＷ 189 1 189.0 1,200

計 5 1,098.0

斜流ポンプ（雨水） 5.5 600 322 3 966.0 1,500

計 3 966.0

斜流ポンプ 3.2 199ｋＷ 240 2 480.0 1,350

計 2 480.0

56 7894.4 1,269.35

ポンプ場名 ポンプ種別 管理者
（m） （HP） (台) （m3/分） （ｈａ） 口径(㎜)

1 浜田町ポンプ場

330.55

大牟田市企業局
(施設課)

2 三川ポンプ場

134.97

大牟田市企業局
(施設課)

NO

三井金属
鉱業（株）

3 船津ポンプ場

2.00

大牟田市企業局
(施設課)

4 白川ポンプ場

101.83

大牟田市企業局
(施設課)

諏訪ポンプ場

146.30

大牟田市企業局
(施設課)

5 早米来ポンプ場

88.70

日本コークス
工業（株）

6 健老町ポンプ場

11.00

9 大牟田排水機場

287.00

大牟田市
（農林水産課）

計

7 明治ポンプ場

167.00

大牟田市企業局
(施設課)

8
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資料１７

避難所

（１）指定避難所、指定緊急避難場所、自主避難所

洪水 津波

1 三川地区公民館 上屋敷町１丁目１２－３ （５２）５９５７ ○ ○ ● ○

2 駛馬地区公民館 馬込町１丁目２０－１ （５７）５４４３ ○

3 勝立地区公民館 新勝立町４丁目１－１ （５１）０３９３ ○ ○ ○

4 中央地区公民館 原山町１３－３ （５３）１５０２ ○ ○ ○ ○

5 三池地区公民館 大字三池６２９－２ （５３）８３４３ ○ ○ ○

6 吉野地区公民館 大字白銀７８１－３ （５８）３４７９ ○ ○ ○

7 手鎌地区公民館 大字手鎌１３００－４２ （５６）６００８ ○ ○ ● ○

8 みなと小学校 上屋敷町２丁目３－１ （５３）６００４ ○ ○ ● ○

9 天領小学校 天領町１丁目１４５－１ （５３）６００６ ○ ○ ● ○

10 旧駛馬南小学校 沖田町２３６－１ （４１）２８６６ ○ ○ ●

11 駛馬小学校 馬場町１７ （５３）６００８ ○ ○ ○ ○

12 天の原小学校 笹原町３丁目１１６ （５３）６００９ ○ ○ ○

13 玉川小学校 大字櫟野２７１０－１ （５３）６０１１ ○ ○ ○

14 大牟田中央校区コミュニティセンター 宮坂町６－３ （４１）２６１４ ○ ○

15 大牟田中央小学校 笹林町１丁目１－３ （５３）６０１４ ○ ○ ○

16 大正小学校 大正町５丁目５－９ （５３）６０１５ ○ ○ ● ○

17 中友小学校 中友町１－２０ （５３）６０１６ ○ ○ ● ○

18 明治小学校 明治町２丁目２１－１ （５３）６０１７ ○ ○ ● ○

19 白川小学校 中白川町１丁目１８３ （５３）６０１８ ○ ○ ● ○

20 平原小学校 平原町３３３ （５３）６０１９ ○ ○ ○

21 高取小学校 大字歴木１８０７－５８ （５３）６０２０ ○ ○ ○

22 三池小学校 大字新町２８９－１ （５３）６０２１ ○ ○

23 羽山台小学校 大字草木５８７－３ （５３）６０１３ ○ ○ ○

24 銀水小学校 大字田隈２３９ （５３）６０２２ ○ ○ ○

25 上内小学校 大字上内１５７５－１ （５８）０１０３ ○ ○ ○

26 吉野小学校 大字白銀９６７－１７ （５８）１０３７ ○ ○

27 倉永小学校 大字倉永１３０７ （５８）１０３８ ○ ○ ○

28 手鎌小学校 大字唐船３９５ （５３）６０２５ ○ ○ ●

29 旧船津中学校 船津町１丁目６－１ （４１）２８６６ ○ ○ ●

30 宅峰中学校 右京町１ （６３）６０３４ ○ ○ ●

31 宮原中学校 米生町２丁目２６ （５３）６０３２ ○ ○

32 旧勝立中学校 大字勝立２８２－２ （４１）２８６６ ○ ○

33 松原中学校 大正町５丁目４－１６ （５３）６０３５ ○ ○ ●

34 白光中学校 椿黒町３２ （５３）６０３６ ○ ○ ●

35 御木中学校 大字歴木１１５０ （５３）６０３７ ○ ○

36 白銀中学校 大字田隈３３８ （５３）６０４０ ○ ○

37 旧橘中学校 大字橘６６４－１ （４１）２８６６ ○ ○

38 甘木中学校 大字甘木６１３－１ （５８）００３３ ○ ○

39 大牟田特別支援学校 天道町２４ （５６）９６７１ ○ ○

40 リフレスおおむた 大字四ヶ１２２１ （５８）７７７７ ○ ○ ○

41 総合体育館 宝坂町２丁目９２ （５３）６００３ ○ ○

42 三池高等学校 大字草木２４５ （５３）２１７２ ○ ○

43 三池工業高等学校 上官町4丁目７７ （５３）３０３６ ○ ○

44 ありあけ新世高等学校 大字吉野１３８９－１ （５９）９６８８ ○ ○

45 大牟田北高等学校 大字吉野５５５ （５８）００１１ ○ ○

46 有明工業高等専門学校 東萩尾町１５０ （５３）８６１１ ○ ○

47 えるる 新栄町６－１ （５２）５２８５ ○ ●

48 清掃事務所 健老町１９８ （５２）４９４２ ○ ●

49 新地町市営住宅 新地町１０-１･９-１ （４１）２７８７ ○

50 新地東ひまわり市営住宅 新地町１４－７ （４１）２７８７ ○

51 小浜南市営住宅 小浜町８０－１ （４１）２７８７ ○

52 右京町市営住宅 右京町４０－１ （４１）２７８７ ○

○／対象

●／対象　但し、1階部分が浸水又は周辺が浸水する可能性があるため、２階以上へ避難等が必要

自主
№

避　　難　　場　　所 所　　在　　地 電　　話 指定
指定緊急
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資料１８

月齢 午　前 潮　高 午　後 潮　高 月齢 午　前 潮　高 午　後 潮　高 月齢 午　前 潮　高 午　後 潮　高 月齢 午　前 潮　高 午　後 潮　高 月齢 午　前 潮　高 午　後 潮　高

1 9:05 446 22:06 451 　 9:28 453 22:28 458 　 10:29 481 23:03 487 11:24 483 23:24 482 11:50 459 23:25 447

2 9:39 444 22:39 445 10:04 455 22:58 459 11:03 476 23:29 483 11:59 458 23:49 459 　 12:34 422 23:59 411

3 　 10:12 439 23:09 437 　 10:38 453 23:26 458 11:37 463 23:54 472 12:40 426 - - 　 13:35 383 - -

4 10:43 430 23:09 427 11:12 445 23:53 453 12:14 445 - - 0:20 428 13:37 389 　 0:50 368 15:23 362

5 11:16 416 - - 11:48 433 - - 0:22 456 12:58 421 1:05 389 15:17 363 　 2:58 335 17:20 383

6 0:10 417 11:53 399 0:23 445 12:29 417 0:57 433 13:58 394 2:41 353 17:33 380 　 5:21 364 18:25 423

7 0:48 406 12:41 381 0:59 434 13:22 400 1:47 405 15:25 376 5:16 365 18:50 424 ● 6:30 416 19:09 460

8 1:35 396 13:48 366 1:43 420 14:30 387 3:07 380 17:19 386 6:39 413 19:41 466 　 7:19 462 19:47 486

9 2:36 392 15:12 367 2:42 408 15:55 387 5:00 381 18:49 420 7:35 462 20:22 498 　 8:02 492 20:21 499

10 3:45 397 16:37 386 3:55 402 17:24 403 6:31 411 19:53 459 8:22 498 21:00 516 　 8:42 507 20:52 503

11 4:52 411 17:50 416 5:15 408 18:43 430 7:37 450 20:45 492 9:05 518 21:33 522 　 9:19 508 21:20 498

12 5:53 428 18:55 446 6:28 425 19:52 458 8:33 484 21:29 514 9:43 522 22:01 518 　 9:53 498 21:45 489

13 6:50 444 19:57 469 7:34 446 20:53 483 9:21 507 22:07 524 10:18 513 22:25 507 　 10:25 483 22:09 475

14 7:45 457 20:55 486 8:34 468 21:45 502 10:04 516 22:40 523 　 10:49 494 22:46 491 　 10:53 462 22:31 458

15 8:38 465 21:51 496 9:28 485 22:31 513 10:41 510 23:06 511 11:16 469 23:05 470 　 11:21 437 22:54 434

16 9:30 471 22:41 498 10:16 494 23:09 512 　 11:14 492 23:29 494 11:43 439 23:24 445 　 11:49 408 23:19 405

17 10:19 471 23:26 493 10:58 490 23:42 501 11:44 466 23:48 472 12:12 405 23:46 412 　 12:22 377 23:47 370

18 11:05 463 - - 　 11:36 475 - - 12:14 434 - - 12:49 368 - - 　 13:13 346 - -

19 　 0:07 479 11:49 447 0:10 483 12:12 451 0:08 466 12:47 399 0:13 373 13:56 332 　 0:32 333 15:04 328

20 0:43 459 12:33 423 0:35 461 12:49 420 0:33 414 13:34 362 1:00 331 17:16 331 　 2:40 307 17:06 348

21 1:20 437 13:22 396 1:02 436 13:33 388 1:07 376 15:07 334 4:10 312 18:26 366 　 4:59 333 17:58 383

22 1:59 415 14:23 372 1:35 409 14:34 360 2:18 340 17:47 346 　 5:53 350 19:00 401 　 6:01 379 18:35 419

23 2:47 398 15:40 361 2:24 381 16:11 349 　 4:51 335 18:54 380 6:41 396 19:29 434 　 6:47 425 19:10 451

24 3:47 388 17:02 368 3:44 363 17:51 364 6:14 367 19:33 412 7:21 438 19:59 464 　 7:31 464 19:46 476

25 　 4:51 389 18:11 388 　 5:15 367 18:58 392 7:04 405 20:06 440 8:00 474 20:30 488 8:14 492 20:22 491

26 5:50 398 19:06 410 6:23 387 19:47 418 7:45 440 20:37 463 8:39 499 21:01 504 ● 8:58 508 20:58 497

27 6:41 411 19:54 428 7:14 412 20:27 438 8:23 469 21:08 483 ● 9:19 514 21:33 510 9:41 511 21:34 493

28 7:27 424 20:38 441 7:58 436 21:04 455 ● 9:01 490 21:38 498 　 9:58 517 22:03 507 10:24 503 22:08 480

29 8:10 436 21:18 450 ● 8:39 456 21:37 469 　 9:39 502 22:07 506 10:35 508 22:31 495 11:06 484 22:42 460

30 ● 8:50 446 21:55 455 　 9:17 471 22:08 479 10:15 505 22:34 506 　 11:12 488 22:57 475 　 11:50 456 23:18 432

31 9:54 480 22:37 486 　 10:50 499 22:59 498 12:38 423 - -

【凡例】 朔(新月) 上弦の月

（月齢） ● 望(満月) 下弦の月

令　和　８　年　潮　位　表　　(満　　潮)
（気象庁潮位表参考） 

日
６　　　　　　月 ７　　　　　　月 ８　　　　　　月 ９　　　　　　月 １０　　　　　　月
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